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太 田 都 市 計 画 都 市 高 速 鉄 道 事 業 （ 東 武

鉄 道 伊 勢 崎 線 、 東 武 鉄 道 小 泉 線 及 び 東

武 鉄 道 桐 生 線 ） に 伴 う 東 武 鉄 道 桐 生 線

仮 線 工 事 （ 群 馬 県 太 田 市 西 本 町 地 内 か

ら 同 県 同 市 大 島 町 地 内 ま で ） に 係 る 事

業 認 定 理 由 に つ い て

第 １ 起 業 者 の 名 称 群 馬 県

第 ２ 事 業 の 種 類 太 田 都 市 計 画 都 市 高 速 鉄 道 事

業 （ 東 武 鉄 道 伊 勢 崎 線 、 東 武 鉄 道 小 泉 線 及 び

東 武 鉄 道 桐 生 線 ） に 伴 う 東 武 鉄 道 桐 生 線 仮 線

工 事 （ 群 馬 県 太 田 市 西 本 町 地 内 か ら 同 県 同 市

大 島 町 地 内 ま で ）

第 ３ 起 業 地

１ 収 用 の 部 分 な し

２ 使 用 の 部 分 群 馬 県 太 田 市 西 本 町 、 八 幡 町
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及 び 大 島 町 地 内

第 ４ 事 業 の 認 定 を し た 理 由

平 成 1 6 年 ３ 月 2 9 日 に 群 馬 県 か ら 申 請 の あ っ

た 太 田 都 市 計 画 都 市 高 速 鉄 道 事 業 （ 東 武 鉄 道

伊 勢 崎 線 、 東 武 鉄 道 小 泉 線 及 び 東 武 鉄 道 桐 生

線 ） に 伴 う 東 武 鉄 道 桐 生 線 仮 線 工 事 （ 群 馬 県

太 田 市 西 本 町 地 内 か ら 同 県 同 市 大 島 町 地 内 ま

で ） （ 以 下 「 本 件 事 業 」 と い う 。 ） に 関 す る

事 業 認 定 の 理 由 は 、 以 下 の と お り で あ る 。

１ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 件 事 業 は 、 太 田 都 市 計 画 都 市 高 速 鉄 道 事

業 （ 東 武 鉄 道 伊 勢 崎 線 、 東 武 鉄 道 小 泉 線 及 び

東 武 鉄 道 桐 生 線 ） （ 以 下 「 本 体 事 業 」 と い

う 。 ） に 伴 う 東 武 鉄 道 桐 生 線 に 係 る 仮 線 工 事

で あ る 。
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本 体 事 業 は 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 4 3 年 法 律 第

1 0 0 号 ） 第 5 9 条 第 ２ 項 の 都 市 計 画 事 業 の 認 可

を 受 け て 事 業 を 施 行 し て い る こ と か ら 、 同 法

第 6 9 条 の 規 定 に よ り 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 各 号

の 一 に 規 定 す る 事 業 に 該 当 す る も の と み な さ

れ 、 同 法 の 規 定 が 適 用 さ れ る と と も に 、 都 市

計 画 法 第 7 0 条 の 規 定 に よ り 、 当 該 認 可 を も っ

て 土 地 収 用 法 第 2 0 条 の 規 定 に よ る 事 業 の 認 定

に 代 え る も の と し 、 当 該 認 可 の 告 示 （ 平 成 ８

年 建 設 省 告 示 第 1 4 7 6 号 ） を も っ て 土 地 収 用 法

の 規 定 に よ る 事 業 の 認 定 の 告 示 と み な さ れ る

が 、 本 件 事 業 は 、 当 該 認 可 を 受 け た 本 体 事 業

の 範 囲 外 の 事 業 で あ る た め 、 土 地 収 用 法 の 規

定 に 基 づ き 、 事 業 の 認 定 の 申 請 が あ っ た も の

で あ る 。

本 件 事 業 は 、 本 体 事 業 の 施 行 期 間 中 も 東 武
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鉄 道 桐 生 線 に つ い て 公 共 交 通 機 関 と し て の 機

能 を 維 持 す る た め に 仮 線 を 敷 設 す る も の で あ

り 、 本 体 事 業 の た め に 欠 く こ と が で き な い 施

設 で あ る こ と か ら 、 土 地 収 用 法 第 ３ 条 第 3 5 号

に 規 定 す る 事 業 に 該 当 す る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0

条 第 １ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

２ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

本 体 事 業 は 、 太 田 駅 及 び 太 田 駅 周 辺 部 に お

け る 東 武 鉄 道 伊 勢 崎 線 （ 以 下 「 伊 勢 崎 線 」 と

い う 。 ） の 群 馬 県 太 田 市 東 長 岡 町 地 内 か ら 同

県 同 市 西 本 町 地 内 ま で の 延 長 2 , 9 3 0 ｍ の 区 間 、

東 武 鉄 道 小 泉 線 （ 以 下 「 小 泉 線 」 と い う 。 ）

の 同 県 同 市 内 ヶ 島 町 地 内 か ら 同 県 同 市 東 本 町

地 内 ま で の 延 長 1 , 5 0 0 ｍ の 区 間 及 び 東 武 鉄 道
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桐 生 線 （ 以 下 「 桐 生 線 」 と い う 。 ） の 同 県 同

市 東 本 町 地 内 か ら 同 県 同 市 大 島 町 地 内 ま で の

延 長 1 , 9 3 5 ｍ の 区 間 （ 以 下 「 本 件 区 間 」 と い

う 。 ） に つ い て 現 在 線 を 高 架 化 し 、 道 路 と 鉄

道 と の 連 続 立 体 交 差 化 に 関 す る 工 事 を 行 う も

の で あ る 。

群 馬 県 は 、 平 成 ４ 年 ３ 月 3 1 日 に 運 輸 省 鉄 道

局 長 、 建 設 省 都 市 局 長 及 び 同 省 道 路 局 長 と の

間 で 締 結 し た 「 都 市 に お け る 道 路 と 鉄 道 と の

連 続 立 体 交 差 化 に 関 す る 協 定 」 （ 以 下 「 協

定 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 （ ６ ） 及 び 第 ４ 条 の 規

定 か ら 、 連 続 立 体 交 差 事 業 は 都 道 府 県 が 都 市

計 画 事 業 と し て 施 行 す る も の と さ れ て お り 、

都 市 計 画 事 業 の 認 可 を 受 け 施 行 し て い る こ と

か ら 、 本 体 事 業 を 施 行 す る 権 限 を 有 し て い る 。

連 続 立 体 交 差 事 業 に 伴 い 生 じ た 道 路 施 設 に
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つ い て は 、 協 定 第 ８ 条 に 基 づ き 都 市 計 画 事 業

施 行 者 で あ る 群 馬 県 に 帰 属 す る こ と に な る が 、

当 該 道 路 施 設 は 、 道 路 法 に よ る 道 路 と し て 各

道 路 管 理 者 が 管 理 す る こ と に な る た め 、 適 切

に 管 理 及 び 供 用 が 行 わ れ る も の と 認 め ら れ る 。

ま た 、 連 続 立 体 交 差 事 業 に 伴 い 生 じ た 鉄 道

施 設 に つ い て は 、 協 定 第 ８ 条 に 基 づ き 本 件 区

間 の 鉄 道 を 管 理 す る 鉄 道 事 業 者 で あ る 東 武 鉄

道 株 式 会 社 に 帰 属 す る こ と に な る が 、 東 武 鉄

道 株 式 会 社 は 、 鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 6 1 年 法 律 第

9 2 号 ） 第 ３ 条 に 係 る 許 可 を 受 け て お り 、 鉄 道

事 業 を 経 営 す る 権 限 を 有 し て い る こ と か ら 、

当 該 鉄 道 施 設 に つ い て 適 切 に 管 理 及 び 供 用 が

行 わ れ る も の と 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 群 馬 県 は 、 本 体 事 業 を 施

行 す る 権 能 を 有 し 、 併 せ て 本 体 事 業 を 施 行 す
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る た め に 欠 く こ と の で き な い 本 件 事 業 に つ い

て も こ れ を 施 行 す る 権 能 を 有 す る と 認 め ら れ

る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第 2 0

条 第 ２ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

３ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 本 体 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利

益 に つ い て

本 体 事 業 は 、 本 件 区 間 を 高 架 化 す る こ と

に よ り 、 道 路 と 鉄 道 と の 平 面 踏 切 に 起 因 す

る 交 通 渋 滞 、 踏 切 事 故 等 の 危 険 性 等 を 解 消

し 、 一 体 的 な 市 街 地 形 成 を 図 る こ と 等 を 目

的 と す る 事 業 で あ る 。

伊 勢 崎 線 は 、 東 京 都 台 東 区 の 浅 草 駅 を 起

点 と し 、 埼 玉 県 、 栃 木 県 を 通 過 し 、 群 馬 県
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伊 勢 崎 市 の 伊 勢 崎 駅 を 終 点 と す る 営 業 距 離

1 1 4 . 5 ㎞ の 路 線 で あ る 。 ま た 、 小 泉 線 は 、

群 馬 県 館 林 市 の 館 林 駅 を 起 点 と し 、 同 県 太

田 市 の 太 田 駅 を 終 点 と す る 営 業 距 離 1 8 . 4 ㎞

の 路 線 （ 途 中 の 同 県 邑 楽 郡 大 泉 町 の 東 小 泉

駅 で 分 岐 し 同 県 同 郡 同 町 の 西 小 泉 駅 ま で の

区 間 を 含 む 。 ） で あ る 。 一 方 、 桐 生 線 は 、

群 馬 県 太 田 市 の 太 田 駅 を 起 点 と し 、 同 県 山

田 郡 大 間 々 町 の 赤 城 駅 を 終 点 と す る 営 業 距

離 2 0 . 3 ㎞ の 路 線 で あ る 。 伊 勢 崎 線 、 小 泉 線

及 び 桐 生 線 は 、 群 馬 県 太 田 市 の 太 田 駅 で 接

続 す る こ と に よ り 首 都 東 京 と 群 馬 県 内 の 主

要 都 市 を 連 絡 す る 旅 客 輸 送 手 段 と し て 群 馬

県 東 部 に お い て 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。

し か し な が ら 、 本 件 区 間 に 係 る 伊 勢 崎 線 、

小 泉 線 及 び 桐 生 線 は 、 太 田 駅 周 辺 の 市 街 地
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を た す き 状 に 走 っ て い る た め 、 こ れ ら ３ 路

線 と 交 差 す る 県 道 前 橋 館 林 線 、 県 道 小 島 太

田 線 及 び 県 道 太 田 大 泉 線 等 の 道 路 （ 以 下

「 交 差 道 路 」 と い う 。 ） と の 1 7 箇 所 の 平 面

踏 切 に お い て 交 通 渋 滞 、 踏 切 事 故 の 危 険 性

等 が 生 じ て い る と と も に 、 こ れ ら ３ 路 線 に

よ り 太 田 市 の 中 心 市 街 地 が 分 断 さ れ て い る

こ と に よ り 、 太 田 駅 北 側 と 南 側 の 一 体 的 な

市 街 地 形 成 が 阻 害 さ れ て い る 状 況 に あ る 。

本 件 区 間 に 係 る 1 7 箇 所 の 踏 切 の う ち 、 交

差 道 路 の 自 動 車 交 通 量 が 1 2 , 0 0 0 台 ／ 日 を 超

え る 箇 所 が ３ 箇 所 、 踏 切 遮 断 時 間 が 1 . 5 時

間 ／ 日 以 上 の 箇 所 が ５ 箇 所 存 在 し て お り 、

ま た 、 踏 切 に 起 因 す る 渋 滞 長 が 1 0 0 ｍ 以 上

と な る 箇 所 が ５ 箇 所 存 在 し 、 特 に 桐 生 線 と

県 道 前 橋 館 林 線 が 交 差 す る 踏 切 に お い て は
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渋 滞 長 が 2 2 0 ｍ に 達 し て い る こ と が 確 認 さ

れ て い る 。 一 方 、 踏 切 事 故 は 平 成 ２ 年 以 降

６ 件 発 生 し て お り 、 最 大 3 5 分 間 停 車 し 、 列

車 の 正 常 な 運 行 に 支 障 を 与 え た こ と が 確 認

さ れ て い る 。

本 体 事 業 の 完 成 に よ り 、 本 件 区 間 に お け

る 道 路 と 鉄 道 と の 平 面 踏 切 が 除 却 さ れ る こ

と で 、 交 通 渋 滞 、 踏 切 事 故 の 危 険 性 等 が 解

消 さ れ 、 一 体 的 な 市 街 地 形 成 を 図 る こ と が

可 能 と な る と と も に 、 高 架 下 空 間 に 公 益 的

施 設 や 供 給 不 足 と な っ て い る 駐 輪 場 等 が 設

置 さ れ る こ と で 太 田 市 中 心 市 街 地 の 利 便 性

の 向 上 に 資 す る こ と が 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 体 事 業 の 施 行 に よ り

得 ら れ る 公 共 の 利 益 は 、 相 当 程 度 存 す る と

認 め ら れ る 。



- 11 -

( 2 ) 本 体 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益 に つ

い て

本 体 事 業 は 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年

法 律 第 8 1 号 ） 等 に 定 め る 環 境 影 響 評 価 の 対

象 事 業 と な っ て い な い が 、 起 業 者 で あ る 群

馬 県 が 本 体 事 業 の 施 行 に よ る 鉄 道 の 高 架 化

に 伴 う 騒 音 、 振 動 及 び 日 照 阻 害 に つ い て 任

意 で 検 討 を 行 っ て い る 。

騒 音 及 び 振 動 に つ い て は 、 鉄 道 騒 音 及 び

振 動 に 関 す る 指 針 等 に 準 じ て 予 測 を 行 っ て

い る と こ ろ 、 全 て の 調 査 地 点 に お い て 騒 音

及 び 振 動 レ ベ ル が 現 況 よ り も 高 架 化 後 の 方

が 改 善 さ れ る と 予 測 さ れ て い る 。

な お 、 本 体 事 業 の 施 行 に お い て は 、 上 記

騒 音 及 び 振 動 の 予 測 を 行 う 条 件 に は な い 高

架 橋 の 床 版 面 又 は 枕 木 下 へ の ゴ ム 製 マ ッ ト
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の 敷 設 が 行 わ れ る の で 、 上 記 騒 音 及 び 振 動

の 予 測 値 よ り も さ ら に 低 下 す る こ と が 予 想

さ れ る 。

さ ら に 、 日 照 阻 害 に つ い て も 予 測 を 行 っ

て い る と こ ろ 、 一 部 の 民 地 に 規 定 の 時 間 以

上 の 日 照 阻 害 が 生 じ る 地 域 が あ る た め 、 居

住 環 境 へ の 影 響 が 懸 念 さ れ る が 、 当 該 地 域

の 面 積 は 全 体 か ら す る と わ ず か で あ る こ と 、

当 該 地 域 の 土 地 利 用 は 商 業 地 域 及 び 準 工 業

地 域 と し て 都 市 計 画 決 定 さ れ て い る 部 分 が

大 半 を 占 め る と と も に 、 実 際 の 土 地 利 用 も

事 業 所 等 と し て の 土 地 利 用 が 大 部 分 を 占 め

る こ と か ら 、 住 居 に 対 し て 日 照 阻 害 が 生 じ

る こ と は ほ と ん ど な い こ と が 認 め ら れ る 。

住 居 に 対 し て 日 照 阻 害 が 生 じ た 場 合 で も 、

起 業 者 で あ る 群 馬 県 は 、 「 公 共 施 設 の 設 置
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に 起 因 す る 日 陰 に よ り 生 ず る 損 害 等 に 係 る

費 用 負 担 に つ い て 」 （ 昭 和 5 1 年 ２ 月 2 3 日 付

建 設 事 務 次 官 通 知 ） に 準 じ て 対 処 す る も の

と し て い る 。

一 方 、 本 件 区 間 内 に お い て は 、 文 化 財 保

護 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 1 4 号 ） に よ る 周 知

の 埋 蔵 文 化 財 が ７ 箇 所 存 在 す る が 、 起 業 者

は 群 馬 県 教 育 委 員 会 と の 協 議 に よ り 記 録 保

存 等 の 措 置 を 講 ず る こ と と し て い る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 体 事 業 の 施 行 に よ り

失 わ れ る 利 益 は 軽 微 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 代 替 案 比 較 の 検 討 に つ い て

本 件 事 業 に 係 る 仮 線 の 位 置 選 定 に つ い て

は 、 太 田 駅 部 並 び に 伊 勢 崎 線 及 び 小 泉 線 と

の 関 係 か ら 、 桐 生 線 だ け で な く 、 本 件 区 間

に つ い て 検 討 を 行 っ て い る 。
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本 件 事 業 に 係 る 仮 線 の ル ー ト （ 以 下 「 申

請 案 」 と い う 。 ） は 、 現 在 線 の 通 っ て い る

鉄 道 用 地 の 南 端 に 本 体 事 業 に よ り 施 行 さ れ

る 高 架 を 築 造 し 、 そ の 北 側 の 隣 接 し た 土 地

に 仮 線 を 敷 設 す る も の で あ る が 、 申 請 案 の

ほ か に 、

① 南 側 仮 線 案

② 北 側 及 び 南 側 仮 線 案

が 考 え ら れ る 。

① の 南 側 仮 線 案 は 、 鉄 道 用 地 の 北 端 に 高

架 を 築 造 し 、 そ の 南 側 に 仮 線 を 敷 設 す る も

の で あ る が 、 高 架 の 北 側 に 日 照 阻 害 が 生 じ

る 区 域 を 最 小 限 に 抑 え る こ と を 目 的 と す る

環 境 側 道 の 設 置 区 間 （ 以 下 「 環 境 側 道 設 置

区 間 」 と い う 。 ） が 申 請 案 よ り も 多 く な る

こ と 等 か ら 、 事 業 費 も 申 請 案 よ り 多 く な る
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こ と 、 太 田 駅 部 に お い て 高 架 が 北 側 に 築 造

さ れ る た め 、 太 田 駅 と 太 田 駅 南 側 の 大 型 店

舗 と の 間 に 土 地 利 用 が 困 難 な 土 地 が 他 の 案

よ り 多 く 残 る と と も に 、 太 田 駅 北 側 で 施 行

中 の 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 区 域 が 他 の 案 よ

り 狭 く な る こ と 等 か ら 総 合 的 に 判 断 し て 合

理 的 と は い え な い 。

② の 北 側 及 び 南 側 仮 線 案 は 、 桐 生 線 及 び

伊 勢 崎 線 の 浅 草 駅 方 は 高 架 の 北 側 に 、 小 泉

線 及 び 伊 勢 崎 線 の 伊 勢 崎 駅 方 は 高 架 の 南 側

に 仮 線 を 敷 設 す る 案 で あ る が 、 高 架 を 鉄 道

用 地 の 端 部 で は な く 、 現 在 線 と 同 じ 位 置 に

高 架 を 築 造 す る こ と に な る た め 、 仮 線 の 借

地 面 積 が 他 の 案 よ り も 広 く な り 、 ま た 、 環

境 側 道 設 置 区 間 が 申 請 案 よ り も 多 く な る こ

と 等 か ら 、 事 業 費 が 他 の 案 よ り も 多 く な る
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こ と 、 太 田 駅 と 太 田 駅 南 側 の 大 型 店 舗 と の

間 に 土 地 利 用 が 困 難 な 土 地 が 申 請 案 よ り 多

く な る と と も に 、 土 地 区 画 整 理 事 業 施 行 区

域 が 申 請 案 よ り も 狭 く な る こ と 等 か ら 総 合

的 に 判 断 し て 合 理 的 と は い え な い 。

以 上 の こ と か ら 、 社 会 的 条 件 、 経 済 的 条

件 等 か ら 総 合 的 に 判 断 し た 結 果 、 本 申 請 案

が 最 も 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 4 ) 比 較 衡 量

( 1 ) で 述 べ た 得 ら れ る 公 共 の 利 益 と ( 2 ) で

述 べ た 失 わ れ る 利 益 を 比 較 衡 量 し た 結 果 、

本 体 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益

が 失 わ れ る 利 益 に 優 越 す る と 認 め ら れ る 。

ま た 、 本 件 事 業 は 、 本 体 事 業 の 施 行 期 間

中 、 桐 生 線 に つ い て 公 共 交 通 機 関 と し て の

機 能 を 維 持 す る た め に 仮 線 を 敷 設 す る 工 事
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で あ り 、 本 体 事 業 の 公 益 性 を 発 揮 す る た め

に 欠 く こ と が で き な い も の で あ る こ と か ら 、

本 体 事 業 と 一 体 と し て み れ ば 、 本 件 事 業 の

施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益 が 失 わ れ る

利 益 に 優 越 す る も の と 認 め ら れ る と と も に 、

( 3 ) で 述 べ た よ う に 、 本 件 事 業 の 手 法 は 他

の 代 替 案 と 比 較 し て 最 も 合 理 的 な 手 法 で あ

る と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第

2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

４ 土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

に つ い て

( 1 ) 申 請 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性

本 体 事 業 は 、 ３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 本

件 区 間 に 係 る 1 7 箇 所 の 平 面 踏 切 に お い て 交

通 渋 滞 、 踏 切 事 故 の 危 険 性 等 が 生 じ て い る
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状 況 に あ る こ と か ら 、 早 期 に 交 通 渋 滞 、 踏

切 事 故 の 危 険 性 等 の 解 消 を す る 必 要 性 は 高

い も の と 認 め ら れ る 。

ま た 、 本 体 事 業 は 、 平 成 1 3 年 1 0 月 に 国 土

交 通 大 臣 が 策 定 し た 「 首 都 圏 整 備 計 画 」 、

平 成 1 3 年 ３ 月 に 群 馬 県 が 策 定 し た 「 群 馬 県

総 合 計 画 」 及 び 平 成 ８ 年 ９ 月 に 群 馬 県 太 田

市 が 策 定 し た 「 太 田 市 総 合 計 画 」 に お い て 、

連 続 立 体 交 差 化 を 推 進 す る も の と し て 位 置

付 け ら れ て い る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 を 早 期 に 施 行

す る 必 要 性 は 高 い も の と 認 め ら れ る 。

( 2 ) 起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合

理 性

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 仮 線 を
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使 用 し て 桐 生 線 の 運 行 を 行 う 東 武 鉄 道 株 式

会 社 が 策 定 し た 土 木 関 係 施 設 実 施 基 準 等 に

定 め る 規 格 に 基 づ き 必 要 な 範 囲 で あ る と 認

め ら れ る 。

ま た 、 本 件 事 業 に 要 す る 期 間 は 、 本 体 事

業 の 施 行 中 、 桐 生 線 に つ い て 公 共 交 通 機 関

と し て の 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要 な 仮 線

を 設 置 し て か ら 撤 去 す る ま で の 期 間 中 と い

う 一 時 的 な も の で あ る こ と か ら 、 当 該 期 間

に お け る 使 用 が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 を 使 用 す

る 公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る た め 、

土 地 収 用 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 を 充 足 す る

と 判 断 さ れ る 。

５ 結 論

以 上 の と お り 、 本 件 事 業 は 、 土 地 収 用 法 第
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2 0 条 各 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る た め 、

同 条 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 の 認 定 を す る も の

で あ る 。

第 ５ 土 地 収 用 法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

図 面 の 縦 覧 場 所 群 馬 県 太 田 市 役 所 太 田 駅 周

辺 土 地 区 画 整 理 事 務 所


